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意見内容
現在の対応状況（今後の対応方針、見通し）

及びその理由
担当部局

1 まちおこしとして、海の上の鯨水族館の建設に
ついて、宝みがきのまちづくり、瀬戸内・松山
構想の一環として検討してほしい。

　松山市に水族館ができて、親子やカップルであるとか、修学旅行生等の観光客で賑
わっている光景を想像しますと、本当に魅力的で、新たな賑わいづくりのきっかけにな
ると思います。
　しかし、施設の建設や維持管理にかかる多額の経費や現在の経済情勢、周辺地域も
含めた人口等を考慮すると、持続的な採算を見込んだ事業運営は、難しいと考えてい
ます。
　松山市には、日本最古と言われる道後温泉、市の中心部にそびえ立つ松山城、俳人
正岡子規をはじめ数多くの文人が育った豊かな歴史と文化、そのほかそれぞれの地域
にたくさんの宝があります。これらの宝を地域の皆さんといっしょに磨きあげることで、松
山市全体の魅力を高めていこうと取り組んでいます。
　毎年恒例の「松山まつり」や、「えひめ・まつやま産業まつり」等のほか、今年は、道後
温泉本館改築１２０周年を機に、アートフェスティバル「道後オンセナート2014」や、瀬戸
内海を舞台とした、「瀬戸内しまのわ2014」等を開催しています。今後もハード整備だけ
に頼ることなく、地域の宝を生かした集客イベントを積極的に実施していきたいと考えて
います。

総合政策部
産業経済部

2 水上飛行機の飛行場とか高浜小学校の名称
の由来など高浜地区の歴史を教えるとか、歴
史のわかる説明板等の整備をしてほしい。

　高浜小学校や中学校では、総合的な学習や社会科等の時間に、校外での学習も含
めて地域の歴史や文化の学習を行っています。自分たちが住む地域のことを知ること
がふるさとを愛する心を養い、豊かな心を育むことにつながると考え、今後も継続して
いきます。
　松山市では、地域資源の保存や活用、継承等を目的に、公民館区域で地域自らが実
施する解説板や案内板等の整備に対する支援として、「地域の宝みがきサポート事業」
があります。整備に向けて具体的な取り組みをされる際には、坂の上の雲まちづくり
チームまでご相談いただけたらと思います。

教育委員会
事務局
総合政策部
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3 大北浜の管理はどこか。地域で清掃もしてい
るが不法投棄も多く、松山市が管理しているな
ら、監視カメラを設置、清掃をしてほしい。

　大北浜は、愛媛県が管理しており、監視カメラの設置と清掃について、愛媛県中予地
方局にお伝えしました。一昨年（平成24年）12月27日愛媛県中予地方局に状況を確認
したところ、一昨年（平成24年）の秋に、愛媛県が海岸部の草木などの撤去を実施し、
ごみ清掃については、『愛ビーチ活動』により「ターナー島を守る会」が実施したと伺いま
した。監視カメラの設置については、愛媛県が設置は難しいことを地域の皆さんにお伝
えしたとお伺いしています。
　今後、海岸部の草木などの撤去について、ご要望がありましたら、愛媛県中予地方局
にご相談いただければと思います。
　松山市としても、関係機関と連携して当該箇所を含めたパトロールを行う等、不法投
棄防止に努めていきたいと考えています。

都市整備部
環境部

4 すみれ野団地の汚水処理施設は耐用年数を
超えている。早く公共下水道に接続してほし
いが、下水道の計画を教えてほしい。

　松山市では、地形や水系等から中央・西部・北部・北条の４つの処理区に分けて、公
共下水道の整備を進めています。高浜地区は空港南側にある西部浄化センターで汚
水処理を行う西部処理区の最も北側に位置しています。
　下水道の整備は、浄化センターに近いところから順次、整備を進めています。高浜地
区の県道４０号線から北側の区域は、※事業計画区域に含まれていないため、具体的
な整備年次をお示しすることはできませんが、少しでも早く計画区域の変更を行い、整
備を進めたいと考えています。

※事業計画区域とは、下水道法では、公共下水道を設置しようとするときに予め事業計
画を策定しなければならないとなっています。この事業計画の中で、効率性や財政力な
どを考慮しながら、将来に下水道を整備可能な区域を策定して、この区域のことを事業
計画区域と呼んでいます。

下水道部
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5 高浜地区の衰退は看過できない。住民だけで
問題解決は困難であり、市や専門家、関係機
関による「松山観光港のまちづくりを考える会」
の立ち上げを支援してほしい。
県道松山港内宮線沿線には公衆トイレがな
い。白石の鼻の龍神社、釣り客、海水浴客も
多く、公衆トイレの設置を検討してほしい。

　松山市では住民主体のまちづくりを目指し、まちづくり協議会の設立を進めています。
この取り組みは、地域の皆さんが主体となって、行政と協働で地域の課題解決や魅力
を活かしたまちづくりに取り組もうというものです。
　多様な地域課題に対し、一人の住民や一つの組織だけで取り組むことは難しいと思
います。そのため、様々な地域団体で組織されるまちづくり協議会で取りまとめた意見
を高浜地区の代表性を持った意見として提示していただきたいと思います。松山市も可
能な範囲で支援を行っていきます。
　　また、公衆トイレの設置については、具体的な設置箇所や目的をお示しいただけれ
ば、設置の可否も含め回答させていただきます。

市民部

6 高齢者、孤独者対策として、梅津寺はコンビニ
もない買い物の不便なところになっている。今
後の安心できる対策を行政の助言を得ながら
考えたい。

　松山市では、お一人暮らしの高齢者等に、１日１食（昼又は夜）、低価格で栄養バラン
スの取れた食事を弁当形式にして配達する「配食サービス事業」を行っています。
　松山市シルバー人材センターでは、高齢者の方へのサービスの一つとして、お買い
物のお手伝いを行っています。
　近くに店がない場合は、買い物に行くための送迎、食料品や日用品の配達、ご自宅
の近くに出向く移動販売等も有効な手段であると考えています。
　北条の浅海地区、正岡地区、立岩地区、河野地区、粟井地区や松山の森松地区、九
谷地区では、地域のスーパーが連携し、買い物バスを走らせているとお伺いしていま
す。
　また、スーパーがインターネットで注文を受け、地域は限られますが自宅へ配送する
サービスを行っています。
　こうした様々な方法が広がっていくなかで、地域の皆さんと松山市が一緒になって、多
様な視点からどのようなことができるか、考えていきたいと思います。

保健福祉部
都市整備部

7 通学路が一定区間狭く危険なため、すみれ野
南公園の県道側に出入り口を設置できない
か。

　すみれ野南公園に隣接している県道側の歩道には、車道側に植栽帯があり、子ども
の飛び出し等の心配もないことから地元の管理協力会と協議の上、工事を実施し、一
昨年（平成24年）12月、県道側に公園出入口の整備が完了しました。

都市整備部
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8 都市公園と児童遊園は同じような形態であり、
窓口を一本化できないか。公園管理協力会も
仕事がやりやすくなると思う。

　すみれ野団地内に３箇所設置されている児童遊園地は、昨年（平成25年）4月に児童
遊園地から都市公園に移行し、公園緑地課が管理を行い、窓口になっています。
　児童遊園地については、清掃や樹木の選定等の維持管理を自治会等地元の皆さん
にご協力をいただいています。施設の整備や改修、遊具の点検や修繕等は、公園緑地
課と連携して行っていますので、お気付きの点がありましたら、公園緑地課までご連絡
ください。

都市整備部
保健福祉部

9 高齢クラブは高齢福祉課、ふれあいサロンは
社会福祉協議会で書類も多く高齢者が苦労し
ている。担当や書類について再考をお願いし
たい。

　高齢クラブ補助金の提出書類は、申請(報告)書、事業計画(報告)書、予算(決算)書の
３種類となっています。高齢クラブの事務の負担を軽減するため、必要最小限の記入に
していますので、適正な交付の確認のため、これ以上の簡素化は難しいと考えていま
す。記載方法等でお困りの際はお気軽に高齢福祉課へご連絡ください。
　次に、サロン活動について、全国的にお世話をされる方の高齢化が課題となっていま
す。松山市ではサロンの活動援助員に謝礼をお支払いし、できるだけ若い方に参加し
ていただくようお願いしています。今後も活動援助員の負担軽減を図るために、各種研
修会や提出書類等の見直しを行っていきます。

保健福祉部

10 高浜中学校南の市道について、一部道幅が
狭く危険である。２０年来陳情もしている。子ど
もたちが安全に登下校できるように歩道を設
置してほしい。

　松山市が管理している市道高浜23号線については、これまで地元役員や地権者の方
に歩道を整備するための方法などについて、ご説明させていただいています。また一昨
年8月、通学路の緊急合同点検に参加された地域の皆さんに、歩道の整備には土地の
提供等地域のご協力が必要なことをご説明させていただきました。地元のご意見がまと
まれば、道路建設課までご相談いただければと思います。

都市整備部
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11 通学路近くの山にイノシシが出ている。児童生
徒に危害を加える恐れもあり、わなをかけたい
と相談したが、理由にならないというのはなぜ
か。

　高浜地区は銃猟禁止区域に指定されていますので、わなにより有害鳥獣を捕獲する
場合は、松山市の許可が必要となります。
　農作物等に被害が生じている場合、２人以上の共同捕獲によることや、設置場所につ
いては住民の安全を確保するため制限等がある等の条件が整えば許可となります。
　お問い合せは、農林水産課　鳥獣対策・農地保全担当（TEL948-6567)までお願いし
ます。
　なお、児童生徒への人的被害の恐れがある緊急の場合は、最寄りの警察署（松山西
警察署高浜交番：℡951-1970 ）や農林水産課（鳥獣対策担当：℡948-6567）に通報し
てください。

産業経済部

12 町名や駅名の変更により、お金をかけないで
イメージアップを図ることはできないか。

　全国的には、町名変更によってイメージアップを図る事例も見られますが、町名の変
更については、地域の皆さんのご理解とご協力が必要になります。町名を変更するとな
ると、運転免許証や保険・年金関係等の書類の変更等、住民の皆さんに大きな負担を
おかけすることにもなりますので、まずは、地域でその必要性を含め十分にご検討いた
だきたいと思います。地元からの要望があれば、説明会を随時開催させていただきま
すので、都市デザイン課にご相談ください。
　なお、駅名変更については、交通事業者（伊予鉄道）へご相談いただきたいと思いま
す。

都市整備部

13 小学校に保育所を設置して、地域のお母さん
や高齢者を雇用し、親近感あるまちづくりはで
きないか。

　保育所は、児童福祉法に基づき、市条例に定められた面積や設備等の条件を満たす
必要があり、資格を持った保育士が保育することが義務付けられています。国は来年
度、保育に関する新制度を施行する予定であり、松山市も今年度中に作成する「松山
市子ども・子育て支援事業計画」の中で、今後の保育施設の整備を計画したいと考え
ています。

保健福祉部

14 市道高浜６８号線は道幅も狭くひび割れが発
生するなど危険な状況にある。今後の整備の
見通しは。

　この市道高浜68号線は、延長40ｍにわたり道路幅が3ｍ未満の狭い箇所がありまし
た。この箇所の用地調査を行うと地図が混乱していたため、土地の整理に時間がかか
りましたが、昨年（平成25年）11月から工事に着手し、今年（平成26年）6月末に道幅が4
ｍに拡がった道路が完成する予定です。

都市整備部
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15 いきいきサロン事業により孤立防止、介護予防
に努めている。もっと多くの地区にサロンをつ
くり多くの人に参加してもらいたいと思う。

　平成26年4月末現在、高浜地区で８カ所、松山市全体で250カ所でサロン事業が実施
されています。
　今後もサロンの拠点数の拡充を図るとともに、高齢者が気軽に集まり、地域の皆さん
とふれあうことを通じて仲間づくりの輪を広げ、生きがいづくりや地域の介護予防の拠
点として機能するよう、より一層推進したいと考えています。

保健福祉部

16 観光港前の公園に高齢者向けの器具を設置
してほしい

　高浜5丁目児童遊園地に平成２５年２月、地元町内会の申請に基づき、健康遊具（腹
筋ベンチ）を１基、設置しました。

保健福祉部

17 防災行政無線のデジタル化が進んでいるが、
改善されたらどの程度聞こえるようになるの
か。進捗状況はどうなっているのか。

　デジタル防災行政無線の整備により、国の緊急情報などを瞬時に一斉放送すること
が可能となり、また放送音声の明瞭化が図られるなど、迅速かつ正確な災害情報の伝
達が可能となります。
　高浜地区では、デジタル防災行政無線を８カ所設置することにしており、現在、高浜保
育園、高浜五丁目児童遊園地、高浜公民館高浜一丁目分館、高浜公民館、高浜公民
館新浜分館、すみれ野南公園の６カ所の整備を終えています。残り２カ所については、
設置場所を調整中で、決まり次第、設置を行い、今年10月からすべての設備で運用を
開始する予定です。

総合政策部
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